
 

学校法人 藤田学院 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 

教職員が職業生活と育児等家庭生活を両立させることが出来る働きやすい職場環境をつ

くるため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日までの 1 年間 

２．内容 

 

目標１：産前産後休業、育児休業期間中の社会保険料免除や、介護休業、育児 

休業給付、看護休暇など制度の周知や情報発信を行なう。 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成 30 年 5 月～ 制度に関するパンフレットの配布、期間雇用者や管理職を対象 

とした研修会を実施し、全教職員へ周知を図る 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成 30 年 5 月～ 職員自ら有給休暇の年間取得目標を立てる 

 ●平成 30 年 6 月～ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施 

●平成 30 年 6 月～ 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる

取得促進のための取組の開始 

 ●平成 30 年 10 月～ 上期の取得状況を確認し、取得の推進を図る 

 

            

 

 

＜対策＞ 

●平成 30 年 5 月～ 職員自ら年間時間外労働時間の目標を立てる 

●平成 30 年 5 月～ 目標とする定時退勤日(週 2 日)を厳守する 

 ●平成 30 年 6 月～ 管理職を対象とした意識改革のための検討会を実施 

●平成 30 年 10 月～ 上期の状況を確認し、所定外労働の原因の分析を行う 

 

目標２：平成 31 年 3 月末までに、教職員の年次有給休暇の取得日数を、一人 

当たり年間平均 7 日以上とする。 

 
 
 

目標３：平成 31 年 3 月末までに、職員全員の所定外労働時間を、１人当たり 

年間平均 100 時間未満とする。 

    

 
 










